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議案第１７号 
      令和７年度衣浦東部広域連合一般会計補正予算（第２号）について 
  令和７年度衣浦東部広域連合の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 
  （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８４，４３５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６，９０２，４３５千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 
算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年１２月２５日提出 
                                    衣浦東部広域連合長  杉 浦 康 憲    
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給 与 費 明 細 書  

１ 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）  

 (1) 総  括  

                           （単位：千円） 

区 分 
職員数

(人) 

給  与  費 
共済費 合 計 備考 

報酬 給料 職員手当等 計 

補正後 
445 

〔14〕 
0 1,914,285 2,027,186 3,941,471 748,604 4,690,075 

 

補正前 
445 

〔14〕 
0 1,862,454 1,942,354 3,804,808 700,832 4,505,640 

 

比 較 
±0 

〔±0〕 
0 51,831 84,832 136,663 47,772 184,435 

 

〔 〕は、再任用短時間勤務職員の人数（外書）  

職員手

当等の

内訳 

区 分 
扶 養 

手 当 

地 域 

手 当 

住 居 

手 当 

通 勤 

手 当 

特殊勤務

手  当 

時間外 

勤務手当 

補正後 91,866 248,966 24,581 38,346 35,169 354,504 

補正前 90,659 242,626 24,581 38,346 35,169 321,286 

比 較 1,207 6,340 0 0 0 33,218 

区 分 

管理職員 

特別勤務 

手  当 

管理職 

手 当 

期 末 

手 当 

勤 勉 

手 当 

単身赴任

手  当 

退職手当 

組合負担金 

補正後 1,892 68,730 490,154 393,068 552 279,358 

補正前 1,892 68,730 470,822 377,368 552 270,323 

比 較 0 0 19,332 15,700 0 9,035 
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 (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細  

                           （単位：千円） 

区分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備考 

給 料 51,831 

給与改定

に伴う増

減分 

66,154 

給与改定の状況 

補正後         3.57％ 

 

 

その他の

増減分 
△14,323   

職員 

手当等 
84,832 

制度改正

に伴う増

減分 

38,587 

期末手当 

補正後 2.525〔1.425〕月分 

補正前 2.5 〔1.4〕月分 

 

勤勉手当 

補正後 2.125〔1.025〕月分 

補正前 2.1 〔1.0〕月分 

 
〔 〕は、再任用短時間勤務職員の

支給率  

 

その他の

増減分 
46,245 

時間外勤務手当      33,218 

退職手当組合負担金    9,035 

その他の手当       3,992 

 

 

(3) 職員手当等の状況  

   期末手当・勤勉手当  

区分 
支給期別支給率 

支給率計 

(月分) 

職制上の段階､ 

職務の級等に 

よる加算措置 

備考 
6 月(月分) 12 月(月分) 

補正後 
2.30 

〔1.20〕 

2.35 

〔1.25〕 

4.65 

〔2.45〕 
有  

補正前 
2.30 

〔1.20〕 

2.30 

〔1.20〕 

4.6 

〔2.4〕 
有  

国の制度 
2.30 

〔1.20〕 

2.35 

〔1.25〕 

4.65 

〔2.45〕 
有  

〔 〕は、再任用短時間勤務職員の支給率  
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